
令和６年度　安城市市民活動補助金について

補助対象事業 上限額
補助
割合

回数
審査方法

／報告方法

①　市民提案型
　　　スタート事業

50,000円 3/4 ３回
書類審査

／実績報告書

②　市民提案型事業 100,000円 3/4 ２回

③　行政協働型事業 150,000円 3/4 ３回

④　協働提案型事業 225,000円 3/4 ２回

審査基準（各５点、総得点25点）

審 査 項 目

①　公共性・公益性

②　主体性・積極性

③　実現性・計画性

④　独創性・発展性

⑤　啓発性・ＰＲ性

採択基準

①審査員の平均点により順位をつけ、予算の範囲内で上位の事業から選定します。

　同点の場合は、審査員の協議により判断します。

②審査員の平均点が15点未満の場合、予算の範囲内であっても不採択となります。

創意工夫がみられるか、
今後の活動につながる点がみられるか、など。

市民への発信力はあるか、
実施に当たってのＰＲ方法がみられるか、など。

書類審査
公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ

／実績報告書
成果報告会
（発表）

まちづくりや地域へ貢献できるものであるか、
対象者が極めて限定的でないか、など。

審 査 基 準

自主的に企画・運営・実施するものであるか、
積極的に協働する姿勢があるか、など。

事業計画・収支計画の具体性・妥当性があるか、
事業遂行が実現可能なものであるか、など。

資料４
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※「スタート事業」とは
  市⺠提案型スタート事業のことです。

令和6年度市⺠活動補助⾦審査に係る流れ
申請団体 事務局

補助金 募集
Ｒ5/9/1〜10/31

書類確認（スタート事業）
書類審査（スタート事業除く）

〜Ｒ5/11/中旬

補助⾦申請書類
作成

申請

修正・補足

事務局でチェック後、全委員
に資料⼀式を郵送しますので、
11月末までに意⾒や疑問点を
ご報告ください。

市民協働推進会議

質問等の依頼

質問書の提出
書類審査結果通知
（スタート事業除く）

質問書（全ての事業）
Ｒ5/12/中旬

送付

公開プレゼンテーション

発表準備 質問書に対する
回答

回答
Ｒ5/12/下旬 送付 回答確認

書類審査（スタート事業）

第4回市民協働推進会議 本審査
（公開プレゼンテーション）

Ｒ6/1/20（土）市⺠交流センター
申請事業の採択・不採択の決定

本審査時 事業説明

審査結果通知
R6/2/中旬

決定送付事業の準備

補助金交付決定通知
Ｒ6/4/1

事業着手
R6/4/1〜

送付

第１回市民協働推進会議

Ｒ5/8/1

採点集計
Ｒ6/1/上旬

採点

結果
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